
国際交流支援室 

2023 年 6 月度留学生説明会「法令順守（薬物乱用防止など）について」 

薬物乱用防止については、福岡県薬物乱用防止啓発サイト「NODRUG FUKUOKA」に入り、

学習していただきます。なお、このページの最後には動画での説明（厚生労働省提供）もありま

すので活用してください。 

 

１．薬物乱用防止について 

（１）危険ドラッグとは？ 

危険ドラッグは、法律の規制が及ばないかのように「合法ハーブ」や「合法アロマ」などと称

し、あたかも身体に悪い影響がなく、安全であるかのように見せかけて販売されています。 し

かし、麻薬や覚醒剤などと類似した成分が含まれており、麻薬などよりも強力な作用を持つ製品

もある大変危険な薬物です。死亡例も多数報告されています。また、幻覚や興奮作用により、他

人に危害を加えたり、交通事故などを起こす例も多数報告されています。 

麻薬や覚醒剤より安く、インターネットなどで手に入りやすいため、若者を中心に広がっていま

すが、好奇心や軽い気持ちで使用すると一生を台無しにする恐ろしい薬物です。 

   詳しくは、https://www.no-drugs-fukuoka.jp/about/ 

（２）乱用薬物の種類 

薬は使い方が正しければ、人間にとって、とても役に立つものです。しかし、薬を医療目的以

外に使ったり、医療目的にない薬を不正に使ったりすることを薬物乱用といいます。たとえ、1 回

だけの使用でも乱用です。乱用薬物には、粉末、液体、錠剤などのように、さまざまな形のもの

があります。脳に与える影響によって、大きく三つのタイプに分けられます。 

   詳しくは、https://www.no-drugs-fukuoka.jp/type/ 

（３）大麻は違法薬物!!  

近年、若年層を中心に大麻の乱用による検挙者数が増加しています。大麻は、脳に影響を与え

る違法な薬物です！ 正しい知識で、大麻の乱用から自分の未来を守りましょう。 

   詳しくは、https://www.no-drugs-fukuoka.jp/taima/ 

（４）薬物に手をだすと… 

薬物には、薬が切れた時に生じる不快感に耐えられなくなり、続けて使わないといけなくなる

「依存性」と、繰り返し使っているうちに同じ量では効かなくなっていく「耐性」があります。

薬物をやめたくてもやめられなくなり、薬物によって、大切な人生や未来が壊れてしまいます。

薬物の急性中毒により、たった一度の使用でも命を落とすこともあります。 

   詳しくは、https://www.no-drugs-fukuoka.jp/risk/ 

（５）薬物に関する Q&A  

薬物に関する間違った情報も、世の中にはたくさんあふれています。 

正しい知識を身につけて、危険な犯罪から自分や、自分の大切な人を守りましょう。 

   詳しくは、https://www.no-drugs-fukuoka.jp/qa/ 

 

〇たった一度の過ちがあなたの一生を台無しに ストップ・違法薬物 

違法薬物の危険性について動画（約５分）で説明されています。 

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg17357.html 
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２．学納金について（５月度対面説明会での長友学生部長メッセージ） 

 この３年間コロナ禍において、学納金の支払いについて、大学の積極的な学生支援として面談

を実施し、学生の現状を把握した上で個に対応した支払い方法を受け入れてきました。多くの学

生はこのことに感謝し、しっかり頑張ったと思います。しかしながら、新型コロナウイルス感染

症が５類へと変更になりました。このことを受け、本学でも学納金の対応については、コロナ禍

以前の対応に戻すことが考えられました。  

 しかし、今年は新型コロナウイルス感染症から解放１年目ですので、直ぐにすべてを元に戻す

ことは厳しいと本学では判断をいたしました。結果、本年の前期まではコロナ禍と同じ対応を実

施することになりましたので、学生の皆様にご連絡いたします。 

 

３．その他（最近のトピックスなど） 

◆アルバイト時間の 1 日の上限について 

 5月の対面説明会において、アルバイトは１日に何時間までできるのかとの質問がありました。 

労働時間は労働基準法（第３２条）により、原則１日８時間以内（1 週間 40 時間以内）と決めら

れているため、留学生の場合も同様です。もちろん 1 週間に２８時間以内（長期休暇中は 1 日 8

時間以内）です。アルバイト時間は、勉学に支障がないように設定しましょう。 

◆預金通帳等の管理について（詳細は資料１） 

警察庁より文科省経由で注意のお知らせを受け取りました。 

銀行口座（キャッシュカード・預金通帳）を他の人にあげたり売ったりすることは犯罪です。絶

対にしないでください。 

◆６月１０日（土）に福岡国際会議場にて、京都産業大学主催で「社会の安全と警察：リアルポ

リス×サイバーポリス」と題し、講演会が開催されます。ライブ配信も予定されていますので、

できれば視聴してください。詳細は資料２を参照してください。 

◆消費生活トラブル注意報 第 60号（福岡県消費生活センター２０２３年６月） 

携帯電話契約の名義貸しは違法です！（福岡市消費生活センター） 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/194066.pdf  

◆自転車保険（自転車損害賠償保険等）に加入しましょう。（福岡県サイト） 

令和２年１０月 1 日から自転車保険への加入が義務化されました！ 

まだ加入していない人は必ず加入してください。 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bicycle-insurance.html 

※本文中に自転車保険取扱事業者のリンクがあります。 

◆外国人向け交通事故防止広報用チラシ（警視庁） 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kotsu_joho/foreigner.html 

※日本の特殊な道路標識などについての説明もあります。 

◆「アダルトビデオ」出演強要の被害について（内閣府男女共同参画局 HP） 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/example.html 

◆いわゆる闇バイトに関する注意喚起（警視庁サイト） 

https://www.kagaiboushi.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

◆海外研修、サマースクール紹介（資料３、４） 
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